
つながる ひろがる デジタルシニア育成事業業務委託 業務説明書

１ 目的 

  新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、自宅で過ごす高齢者が増加する中で、「 生活不活発」

「 認知機能の悪化」による健康への影響が危惧されている。再度外出自粛の状況となった場合

や、新型コロナウイルス感染症と共生する新しい生活の中で、社会とのつながりの一つとして

モバイルを活用した介護予防・ 認知症予防の方法を知ることで、在宅高齢者の健康維持を図る

とともに、生活の質や社会参加を促進する。 

２  履行期間 

  契約締結日から令和５年３月３１日まで 

※ 契約締結は最終結果通知(令和５年２月６日を予定)後、速やかに行う。  

※ 単年度契約とし、履行状況等が良好な場合は最大２回まで更新可能とする。

３  履行場所 

  豊島区役所本庁舎４階高齢者福祉課ほか区内施設等 

４  予定上限価格 

  ４，６５１ , ０００円（ 税込）  

  ※上記は予定上限価格であり、提案内容に合致した価格設定とすること。  

５  対象者 

  区内在住の６５歳以上の高齢者 

６  業務委託内容 

  スマートフォンの利用環境を提供の上、スマートフォンの活用方法を習得できるように講座を 

実施する。また、スマートフォンの操作方法等の支援を行うコールセンターを設ける。  

実施スケジュールは別紙のとおりとする。  

（ １） スマートフォン端末の利用環境の提供 

ア 回 線 

通信回線を、参加者へ安定して提供すること。  

イ 数 量 

３０台 

委託者が参加者を募集する。参加者の数に関わらず、標記台数を用意すること。また、

コールセンターが操作方法を説明する際に同機種の端末を必要とする場合は、参加者

が利用する端末分とは別に委託者の負担とする。  

ウ 期 間 

（ ３） 基礎講座の実施初日に、スマートフォンを持っていない参加者１人につきスマ

ートフォン端末１台を貸与し、後述「 ケ 返却受付」 までの間、利用環境を提供する。



参加者が事業期間中に本事業の参加を取りやめ、スマートフォン端末を返却した場合

においても、委託者は令和５年３月３１日までの経費は支払うこととする。  

エ 仕 様 

    新品のものとすること。  

ＯＳはandroi d10以上とすること。  

内蔵メモリ（ RAM/ROM） は3GB/32GB以上とすること。  

ディスプレイは5. 0インチ以上とすること。  

カメラ、ビデオ機能を備えること。 

遠隔操作が可能な機種とすること。  

     ※１  端末には、必要な付属品（ 充電器等） を含むものとする。  

    ※２  準備する端末は、同一のものとする。  

オ 通話・ 通信等要件 

通話基本料 

（ 定額）  

国内電話（ 携帯電話、スマートフォン、ＰＨＳ及び固定電話

等） への通話かけ放題とする。ただし、ナビダイヤル等の各種

特番サービスは除く 。  

その他通話料等 

（ 実費）  

通話かけ放題対象外の通話料のうち、ナビダイヤル等の各種特

番サービスの通話料は、委託者が実費を支払う。  

海外通話のほか、番号案内、電報等サービス料が発生する通話

は利用できない設定とすること。利用制御が技術上不可能な場

合は、これらの通話をしないよう参加者に事前説明すること。

これらの措置を講じたにも関わらず通話料等が発生した際は、

以下のとおり対応すること。 

・ 海外通話の料金は委託者の負担とはしない。この場合に受託

者は、委託者を通して参加者に請求することができる。前述の

場合は、受託者は払込書等請求書類を作成すること。その払込

書等請求書類を該当の利用者へ送付する作業のみ委託者が行

う。 

・ 番号案内、電報等のサービス料は委託者が実費を支払う。  

データ基本料 

（ 定額）  

１月あたり２０ＧＢを下限とする。本事業で準備する端末のデー

タ容量について、他の端末とのデータシェアは認めない。なお、

上限を超えた場合は、通信速度の制限をかけるものとする。  

ショートメール 

通信料（ 実費）  

ショートメール通信料は、委託者が実費を支払う。  

安定した通信 データ通信において、安定してサービスを提供すること。  

カ 保 守 



端末の故障、紛失時に、端末の交換が可能なサービスを付加すること。（ 紛失の場合は、 

参加者１人に対し 1回までの無償交換とし、USIM再発行手数料は受託者の負担とする。） 

保守対応（ 電話相談窓口）は、委託者又は事業参加者から受付けるものとし、対応時間 

は月曜日から金曜日の１０時から１７時までとする。（ 国民の祝日に関する法律(昭和 

二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く ）  

キ 初期設定 

スマートフォン端末には、区と協議の上、電話、メール、カメラ、その他標準搭載の

アプリに加え、区が指定するアプリ（ ２つ程度を想定） をあらかじめインストールす

る。その他、消灯時間の設定など、初めてスマートフォンを使う人が使いやすいよう

な設定を提案すること。  

有料のアプリ、アプリ内の課金、有料サービス、キャッシュレス決済、通信販売代金等 

の通話、通信料以外で、スマートフォンの毎月の利用料金に合算可能な料金等につい 

て、参加者がクレジットカードにより支払うなど、毎月の利用料金に合算できないよ 

うな設定とすること。毎月の利用料金への合算について制御ができない場合、これら 

のサービスを利用しないよう参加者に説明するとともに、料金等が発生した際にも委 

託者の負担とはしないこととする。この場合に受託者は、委託者を通して参加者に請 

求することができる。 

ク ＭＤＭ 

アプリケーションのインストール等について一元管理ができるＭＤＭツールを導入し、 

端末の盗難、紛失時に、遠隔操作で端末ロックが可能にすること。  

また、報告書として提出する通話時間、データ使用量等のデータ作成に必要となる端 

末の利用状況に関するデータ取得が可能なものとすること。  

ケ 返却受付及び端末取得、通信契約支援等業務 

貸与を受けている利用者からの申し出等に応じて、スマートフォン端末返却を受け付け

ること。受付方法は必ずしも直接窓口を設置する必要はなく 、提案による。ただし、直

接窓口を設置する場合、その会場は豊島区内に受託者が確保すること。  

また、利用者が端末の購入を希望する場合、その通信契約の支援をするとともに、貸与

端末の情報の引き継ぎをすること。  

なお、端末返却後は初期化をすること。  

コ そ の 他 

貸与端末には、受託者の所有物品であることが識別できるように、指定する名称、番 

号、参加者の利用可能期間等を記載したテープラベルを貼り付けるとともに、受託者 

の業者名、コールセンターの連絡先を記載すること。  

貸与にあたっては携帯電話不正利用防止法に準じた取扱いを行うこと。  



（ ２） コールセンターの設置 

（ １）により、スマートフォン端末の利用環境を提供した者に対し、スマートフォンの操 

作方法等の支援を行うコールセンターを設けること。参加者からの問合せ内容は記録し、 

委託者に報告すること。  

 ア 期  間 

  （ ３） 基礎講座の実施初日から令和５年３月３１日まで

     イ 支援時間 

     少なく とも月曜日から金曜日の１０時から１７時は実施すること。  

（ 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く ）  

 ウ その他 

     コールセンターの連絡先は、貸与端末のかけ放題通話が利用できる番号とすること。  

（ ３） 基礎講座の実施 

スマホの基本的な操作を習得するための基礎講座を実施する。また、基礎講座の実施初 

日 に、スマートフォンを持っていない参加者１人につきスマートフォン端末１台を貸 

与する。  

ア 日  程 全２回×２部 

第１部 第１回 令和５年３月６日 午前 

           第２回 令和５年３月１３日 午前 

       第２部 第１回 令和５年３月６日 午後 

           第２回 令和５年３月１３日 午後 

       ※ 原則、上記の日程で開催すること。ただし、別日程で開催する場合は、

別紙「 企画提案書（ 様式3）」 にその日程を記載すること。  

イ 対  象  ６５歳以上の区民 

ウ 定  員  １部あたり１５名（ 合計３０名）  

エ 場  所  区指定場所。なお、委託者が確保した区有施設等で実施する。  

オ 時  間  １回あたり２時間程度 

       ※別途、スマートフォン貸与希望者には貸与に係る説明の時間を設ける。 



カ 講  師 

      主となる講師のほか、補助者を適切に配置し、各受講者の操作状況を確認できる体制 

を構築すること（ 補助者は、参加者５名あたり１名いることが望ましい）。  

キ 内容 

電源の入れ方、電話のかけ方、LINEの使い方、写真の撮り方、２次元（ ＱＲ） コー 

ドの読み取り、インターネット検索等の基本操作 

スマホならではの楽しさを感じられ、自宅でも自主的に機能を使う動機づけを図れる 

内容とすること。  

ク アンケート調査 

２回目終了時に参加者へアンケート調査を実施し、集計結果を委託者へ報告するこ

と。アンケートの内容については事前に委託者と協議すること。  

ケ その他 

感染症対策を十分に行ったうえで講座を実施すること。  

７  業務実施体制 

  受託者は、本事業を実施する上で、以下のとおり業務従事者を配置すること。   

 （ １） 業務従事者 

   業務に必要な人員配置とする 

（ ２） 業務責任者の配置 

   本事業の実施について、相談者からの意見、苦情に対して受託者を代表し対応するほか、業 

務全体のマネジメント及び区との連絡調整等を行うための責任者を定め、相談支援事業開始 

前に書面により区に通知すること。業務責任者と業務従事者の兼務は可とする。なお、特別 

な対応が必要な場合、業務責任者は区と協議するものとする。業務責任者は、履行期間を通 

して変更が無いものとし、やむを得ず変更する場合には、区と協議すること。  

８  関係書類の提出及び管理 

  受託者は、本事業の実施にあたり次の関係書類を作成し提出しなければならない。 

 （ １） 実施計画書 

   ①受託者は本業務の実施計画書を作成し、契約締結後、履行開始日までに区に提出すること。

また、実施計画に変更が生じる場合には、事前に区に承認を得ること。  

   ②実施計画書の記載内容 

    ア 業務実施体制 

      業務従事者および業務責任者の氏名、連絡体制（ 緊急時を含む） などを記載したもの 

    イ 実施スケジュール 



 （ ２） 業務終了後の報告 

   受託者は、履行期間満了にあたり、次に掲げる事項を記載した報告書を提出し、区の検査・

承認を得なければいけない。  

   ①業務完了報告書 

   ②業務実施に要した経費（ 収支決算書など）  

   ③相談業務従事者の日報等 

   ④個別の相談支援状況、留意事項を記載した業務引継書 

   ⑤その他、区が必要と認める事項 

 （ ３） その他の書類の作成・ 提出 

   上記の他、受託者は区の指示に基づき、適宜必要な書類を作成し、提出すること。  

 （ ４） 書類の管理・ 保存 

   本事業の実施において作成した書類は業務終了後５年間保管すること。  

９  業務の適切な実施に関する事項 

（ １） 人材育成 

   受託者は、業務従事者に対し、必要な研修等を行い、資質の向上に努めること。 

（ ２） 個人情報保護 

   受託者は、豊島区個人情報保護条例その他個人情報保護に関する諸法令を順守し、  

   漏えい、滅失、改ざん等個人情報に係る事故の未然防止の措置を講じること。  

   万が一、事故が生じた場合には速やかに区に報告すること。  

（ ３） 守秘義務 

   受託者は業務の実施により知り得た秘密（ 個人情報含む）を契約期間中、終了後に関わらず、

他に漏えいしてはならない。  

 （ ４） 金銭受理の禁止 

   受託者は事業の実施にあたり、対象者等から利用料等一切の金銭を徴収してはならない。  

(6 業務委託内容(1)スマートフォン端末の利用環境の提供オ通話・ 通信等要件に定める実費

を除く ) 

１０  委託料の請求及び支払 

   検査完了後、請求により３０日以内に一括で支払う。  

１１  その他 

（ １） 受託者は、本事業の実施にあたり、労働関係諸法令、その他関係法令を順守すると共に、

法令上の全ての責を負うものとする。  

（ ２） 本業務により得られたデータ・ 成果品は区に帰属するものとし、区の許可なく使用・ 公開

してはならない。 

 （ ３） 本業務については、受託者が行う他の事業と区分して経理すること。  



別紙

スマホ講座(基礎)

デバイス貸与

デバイス返却 実施

コールセンター設置 実施

つながる ひろがる デジタルシニア育成事業業務委託
令和4年度スケジュール（予定）

3月令和5年2月

講座の実施(全2回×2部)

貸与実施(最大30台)

(参加者募集)
※区が直接実施する

(参加者募集)
※区が直接実施する

令和4年度


